
平成３０年矢巾町議会定例会１１月会議議事日程                            平成３０年１１月１４日（水）                          午前１０時 開  議   
第１．会議録署名議員の指名  
第２．会議期間の決定  
第３．議案第９２号 町の区域の設定並びにこれに伴う字の区域の変更及び廃止につ

いて  
第４．議案第９３号 町の区域の設定及びこれに伴う字の区域の変更について    



議 案 目 次                        平成３０年矢巾町議会定例会１１月会議   
１．議案第９２号 町の区域の設定並びにこれに伴う字の区域の変更及び廃止につい

て  
２．議案第９３号 町の区域の設定及びこれに伴う字の区域の変更について   



議案第９２号 

 

   町の区域の設定並びにこれに伴う字の区域の変更及び廃止について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定により、次のとおり町の区

域を新たに画し、並びに字の区域を変更し、及び廃止するので、議会の議決を求める。 

 

 

平成３０年１１月１４日提出 

 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

 

 

記 

 

１ 町の区域の設定 

新 区 域 新区域に編入する現在の区域 

町   名 字   名 区域図 

医大通一丁目 

大字西徳田第１地割、第２地割及び第５地割の

各一部 

別図の 

とおり 

大字東徳田第４地割の一部 

医大通二丁目 

大字藤沢第１地割及び第２地割 

大字藤沢第３地割の一部 

大字西徳田第１地割及び第５地割の各一部 

 

２ 字の区域の変更 

上記の町の区域の設定に伴い、次に掲げる字の区域を変更する。 

(１) 大字藤沢第３地割 

(２) 大字西徳田第１地割、第２地割及び第５地割 

(３) 大字東徳田第４地割 

 

３ 字の区域の廃止 

上記の町の区域の設定に伴い、大字藤沢第１地割及び第２地割を廃止する。 

 





議案第９３号 

 

   町の区域の設定及びこれに伴う字の区域の変更について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定により、次のとおり町の区

域を新たに画し、及び字の区域を変更するので、議会の議決を求める。 

 

 

平成３０年１１月１４日提出 

 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

 

 

記 

 

１ 町の区域の設定 

新 区 域 新区域に編入する現在の区域 

町   名  字   名 区域図 

駅東一丁目 

大字又兵エ新田第４地割、第５地割、第６地割、

第７地割及び第８地割の各一部 別図の 

とおり 大字南矢幅第６地割、第７地割及び第12地割の各

一部 

 

２ 字の区域の変更 

上記の町の区域の設定に伴い、次に掲げる字の区域を変更する。 

(１) 大字又兵エ新田第４地割、第５地割、第６地割、第７地割及び第８地割 

(２) 大字南矢幅第６地割、第７地割及び第12地割 

 




